
平
成
１
９
年
度
の
労
務
に
関
す
る
法
改
正
に
つ
い
て 

つ
い
て
教
え
て
下
さ
い
（
そ
の
３
） 

  

前
号
ま
で
に
お
い
て
は
、
雇
用
保
険
、
健
康
保
健
の
改
正
点
を

取
り
上
げ
て
き
ま
し
た
。
今
月
は
年
金
の
改
正
点
に
つ
い
て
ご
紹

介
し
ま
す
。
今
回
の
改
正
で
最
も
注
目
さ
れ
て
い
る
年
金
分
割
制

度
で
す
が
、
誤
解
も
多
い
よ
う
で
年
金
制
度
の
理
解
が
必
要
で
す 

●
年
金
関
係
の
改
正 

（
１
）
厚
生
年
金
の
分
割
制
度
開
始
（
Ｈ
１
９
．
４
．
１
～
） 

 

平
成
１
９
年
４
月
以
降
に
離
婚
し
た
場
合
、
当
事
者
間
の
合
意

又
は
家
庭
裁
判
所
の
手
続
き
に
よ
っ
て
、
厚
生
年
金
を
分
割
す
る

こ
と
が
で
き
ま
す
。
多
く
の
ケ
ー
ス
で
は
、
夫
の
厚
生
年
金
を
分

割
し
て
妻
が
そ
の
分
割
さ
れ
た
年
金
を
受
け
る
パ
タ
ー
ン
で
は
な

い
で
し
ょ
う
か
。
年
金
分
割
の
制
度
に
つ
い
て
は
、
以
前
こ
の
紙

面
で
取
り
上
げ
て
い
ま
す
の
で
、
今
回
は
妻
が
分
割
を
受
け
る
こ

と
を
想
定
し
て
、
留
意
点
を
中
心
に
概
説
し
ま
す
。 

 

＊
留
意
点
そ
の
①･･･

基
礎
年
金
は
対
象
外 

離
婚
時
に
夫
の
年
金
額
す
べ
て
の
う
ち
の
５
０
％
が
も
ら
え
る 

わ
け
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
分
割
の
対
象
は
厚
生
年
金
の
報
酬
比 

例
部
分
だ
け
で
あ
り
、
基
礎
年
金
は
対
象
外
と
な
り
ま
す
。 

 ＊
留
意
点
そ
の
②･･･

婚
姻
期
間
中
の
加
入
期
間
に
限
定 

 

分
割
さ
れ
る
の
は
、
婚
姻
中
の
厚
生
年
金
加
入
期
間
の
部
分
に 

限
ら
れ
ま
す
。
婚
姻
期
間
が
短
け
れ
ば
、
受
け
取
れ
る
年
金
も 

そ
れ
に
応
じ
て
少
な
く
な
り
ま
す
。 

 

＊
留
意
点
③･･･

共
働
き
夫
婦
の
場
合
の
分
割 

共
働
き
夫
婦
で
、
妻
も
厚
生
年
金
に
加
入
し
て
働
い
た
期
間
が

あ
れ
ば
、
両
者
の
受
取
額
が
同
じ
に
な
る
ま
で
し
か
分
割
さ
れ

ま
せ
ん
。 

 ＊
留
意
点
④･･･

保
険
料
納
付
記
録
が
分
割
さ
れ
る 

原
則
と
し
て
、
分
割
さ
れ
た
保
険
料
納
付
記
録
は
厚
生
年
金
の 

額
計
算
の
基
礎
と
し
ま
す
が
、
受
給
資
格
要
件
に
は
算
入
さ
れ 

ま
せ
ん
。
よ
っ
て
、
妻
自
身
が
年
金
の
受
給
資
格
要
件
を
満
た 

し
て
い
な
い
場
合
は
、
自
身
の
年
金
は
も
ち
ろ
ん
、
分
割
さ
れ 

た
年
金
も
受
給
で
き
ま
せ
ん
。 

 （
２
）
７
０
歳
以
上
の
在
職
者
に
対
す
る
年
金
給
付
調
整 

（
Ｈ
１
９
．
４
．
１
～
） 

６
５
歳
後
半
の
在
職
者
の
場
合
、
年
金
が
給
付
調
整
さ
れ
て
い

ま
す
。
こ
の
仕
組
み
が
、
７
０
歳
以
上
の
者
に
も
拡
大
適
用
さ
れ

る
こ
と
に
な
り
ま
し
た
。 

           
         

（
３
）
遺
族
厚
生
年
金
の
見
直
し
（
Ｈ
１
９
．
４
．
１
～
） 
 

夫
の
死
亡
時
に
３
０
歳
未
満
で
子
供
が
い
な
い
場
合
は
、
遺
族

厚
生
年
金
は
５
年
間
の
限
定
受
給
に
な
り
ま
す
。
ま
た
、
遺
族
厚

生
年
金
に
上
乗
せ
す
る
「
中
高
齢
寡
婦
加
算
」
も
年
齢
制
限
が
上

が
り
、
夫
の
死
亡
時
に
４
０
歳
以
上
（
以
前
は
３
５
歳
以
上
）
の

妻
し
か
加
算
の
対
象
に
な
り
ま
せ
ん
。 

 

（
４
）
老
齢
厚
生
年
金
の
繰
り
下
げ
制
度
（
Ｈ
１
９
．
４
．
１
～
） 

 

繰
り
下
げ
は
６
５
歳
以
降
、
１
ヶ
月
単
位
で
行
わ
れ
ま
す
。
１

ヶ
月
受
け
取
り
を
遅
ら
せ
る
毎
に
、
年
金
額
が
０
・
７
％
増
額
さ

れ
ま
す
。
繰
り
下
げ
に
よ
り
、
６
５
歳
時
点
の
老
齢
厚
生
年
金
額

に
比
べ
、
一
年
で
８
・
４
％
、
５
年
で
４
２
％
の
増
額
に
な
り
ま

す
。
繰
り
下
げ
の
効
果
は
、
生
涯
、
増
額
さ
れ
た
年
金
を
受
給
で

き
る
こ
と
に
な
り
ま
す
。 

 

（
５
）
国
民
年
金
保
険
料
の
改
定
（
Ｈ
１
９
．
４
．
１
～
） 

 

平
成
１
９
年
度
の
国
民
年
金
の
保
険
料
は
１
４
，
１
０
０
円
で

す
。 
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ポ
イ
ン
ト
④ 

ポ
イ
ン
ト
③ 

ポ
イ
ン
ト
② 

ポ
イ
ン
ト
① 

平
成
１
９
年
４
月
以
降
の
離
婚
が
対
象
（
１
９
年

４
月
前
の
婚
姻
期
間
は
分
割
の
対
象
と
な
る
） 

夫
婦
の
合
意
又
は
家
庭
裁
判
所
の
決
定
が
必
要 

分
割
割
合
は
分
割
さ
れ
る
方
の
５
０
％
の
範
囲
内 

分
割
の
対
象
と
な
る
期
間
は
結
婚
か
ら
離
婚
ま
で 

① 賃金と老齢厚生年金の合計額が４８万円を

上回る場合において、給付調整を行います 

② 厚生年金保険料の徴収は行われません 

③ この給付調整は、昭和１２年４月１日以前生

まれの者には適用されません 

基本月額－（基本月額＋総報酬

月額相当額－４８万円）÷２ 

【７０歳以上の在職調整】 

【在職調整の計算式】 


